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１【提出理由】

当社に対して提起されていた訴訟が解決したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内

閣府令第19条第２項第６号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

 

２【報告内容】

(1) 当該訴訟の提起があった年月日

訴訟提起があった日 2015年４月29日(米国現地時間)

 

(2) 当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名

　名　称 Acer Inc.(以下「原告」)

　住　所 Hsichih, New Taipei 221, Taiwan, R.O.C.

　代表者の氏名 Jason Chen (Chairman & CEO)

 

(3) 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額

原告は、当社が2001年１月から2011年５月までの期間にリチウムイオン二次電池セル製品に係る米国独禁法違反に

関与し、それにより損害を被ったとして、当社に対して損害賠償を請求する訴訟を米国カリフォルニア州北部地区

連邦地裁に提起していました。原告は訴状の中で、請求額を明らかにしていませんでした。

 

　(4)当該訴訟の解決があった年月日、解決の内容及び損害賠償支払金額

①解決があった年月日

　2018年２月21日(米国現地時間)

②解決の内容及び損害賠償支払金額

　当社は、原告に対して計100千米ドルの和解金を支払い、原告は本件訴訟に関し提起したすべての請求から当社

を免責し、原告は本件訴訟を取下げ、いずれの当事者も責任を認めることなく和解しました。

 

以　上
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